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あいさつ

公益法人協会創立５０周年を迎えて

公益財団法人公益法人協会
理事長 雨宮孝子

公益法人協会は、2022年10月17日、創立50周年を迎えることができました。人生

100年時代と考えると、ちょうど折り返し地点になります。これもひとえに会員の皆

様や、多くの関係各位のご支援、ご指導の賜物と心より感謝いたしております。

公益法人協会は、1972年耕文社という印刷業を営む渡辺昌夫氏が私財を出捐し設立

した個人立の財団法人です。基本財産500万円という当時としても大変少額なもので

したが、「公益法人は新しい時代を拓く組織である。主務官庁の許可監督制に対し、

公益法人側が横のつながりを通して学び、連携し、公益法人の活動を社会に発信し、

団結してより良い制度となるよう要望もしていく」という考えのもとで、公益法人協

会を設立しました。渡辺氏の会社を承継された息子さんのお話によれば、公益法人協

会設立の目的は、①省庁の縦割り行政で分断されていた公益法人を共通の土俵に乗せ

ること、②会計基準等を作り、ディスクローズ(情報公開)を推進するためで、ディス

クローズこそ組織の健全性の出発点だと強調され、現在の会社経営にも反映させてい

るとのことでした。渡辺氏の周りには志のある人々が多く集まり、喧々諤々の議論も

なされ、あたかも公益法人のサロンとなっていたようです。

創設者の考え方は、今でも公益法人協会の伝統として受け継がれています。公益法

人の存在意義、公益とは何か、海外の公益法人制度はどうなっているのか、非営利法

人の全体像はどうなっているのか等、非営利公益活動に関する法制度、税制度、会計

基準等海外の制度研究を含め調査研究に多くの時間を費やしました。大きな動きとし

ては、2003年以降から始まった公益法人制度の抜本的改革に関する動きに公益法人あ

げて多くの議論をし、提言を行ってきました。2008年から新公益法人制度改革が実現

し多くの点で公益法人にとってかなり良い制度とはなりましたが、それも13年を経過

すると収支相償、遊休財産規制、変更認定、変更届などの不明確さや、情報公開の徹

底など新制度にも問題点が現れました。これに対しては、折に触れ関係官庁等に改善

の要望活動を行っております。そのような中で2011年3月11日、東日本大震災が起こ

り、私共としては初めてのことでしたが、翌日には緊急に寄付を募集し多くの被災団

体や支援団体に助成を行いました。直近では、新しい資本主義を推進する現政権で、

2022年10月より山際大臣のもと「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者

会議」を設置し、民間にとっての利便性向上の観点から公益法人制度の見直しを検討

することになりました。公益法人協会もこの有識者会議の議論に参加します。

公益法人協会は、今後ともより良い民間公益活動ができますよう全力を尽くす所存

です。これからの50年もご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
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13:00 開 会

主催者挨拶：雨宮孝子・公益法人協会理事長

来 賓 挨 拶：鈴木英敬・内閣府大臣政務官

13:20 セッション１： 基調講演「公益法人のガバナンスと成長戦略」

(講師)溜箭将之・東京大学大学院法学政治学研究科教授

14:20 セッション２： 公益法人制度の環境と課題―10年を振り返る―

(報告・進行役)太田達男・公益法人協会会長

勝又英子・（公財）日本国際交流センター専務理事

堀田 力・（公財）さわやか福祉財団会長

山岡義典・（公財）助成財団センター会長

15:30 休憩

15:45 セッション３：パネルディスカッション「多様化する社会と公益法人―展望と提言―」

片山正夫・（公財）セゾン文化財団理事長

清水肇子・（公財）さわやか福祉財団理事長

鈴木幸夫・（公財）知床自然大学院大学設立財団理事

平井俊邦・（公財）日本フィルハーモニー交響楽団理事長

雨宮孝子・公益法人協会理事長

(進行役) 鈴木勝治・公益法人協会副理事長

17:15 シンポジウム閉会

公 益法人協会創立50周年記念シンポジウム （日本教育会館 一ツ橋ホール）

懇 親会・ミニ・コンサート （日本教育会館 9階 喜山倶楽部）

17:30 懇親会・ミニ・コンサート（日本フィルハーモニー交響楽団協力）

19:00 閉 会
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溜箭 将之 （たまるや・まさゆき）
東京大学大学院法学政治学研究科 教授（英米法・比較法、信託法、非営利
団体法）
東京大学法学部卒業後、同助手、立教大学法学部専任講師、准教授、教授
を経て2020年より現職。ニューヨーク大学法科大学院LL.M.、ケンブリッジ大
学法学部法学ディプロマ。ウィスコンシン法科大学院、ケンブリッジ大学モー
ドリン・カレッジ、ハーバード法科大学院、ハーバード・イェンチェン研究所客
員研究員。主著として共著『英国チャリティ―その変容と日本への示唆』(公益
法人協会編・岡本仁宏ほか共著、弘文堂2015年)、単著『英米民事訴訟法』
(東京大学出版会2016年)、単著『アメリカにおける事実審裁判所の研究』(東
京大学出版会2006年)。

太田 達男 （おおた・たつお）
公益財団法人公益法人協会 会長
京都大学法学部卒。(公社)日本フィランソロピー協会、(公社)成年後見セン
ター・リーガルサポート、(一財)非営利組織評価センター各理事、(公社)日本
アイソトープ協会、(公財)渋澤栄一記念財団各監事、(公財)パブリックリソース
財団、(一財) 社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ各評議員、(公財)
三島海雲記念財団、(公財)武田太加志記念能楽振興財団顧問などを兼務。
『信託業務読本』(近代セールス社・1991)、『非営利法人設立・運営ガイドブッ
ク』(公益法人協会・2012)、共著『公益法人制度改革』(ぎょうせい・2007)、『市
民社会セクターの可能性』(関西学院大学出版会・2015)ほか

勝又 英子 (かつまた・ひでこ)
公益財団法人日本国際交流センター 専務理事・事務局長
1969年、日本国際交流センター入所。2012年４月より現職。国際共同政策研
究や会議の企画・運営、シビル・ソサエティの推進活動に長年従事。これまで
中部電力社外取締役、聖心女子学院理事、日本NPOセンター理事、NHK経
営委員、公益法人制度改革有識者会議委員、公益法人のガバナンスのさら
なる強化等に関する有識者会議委員、朝日新聞紙面審議会委員等を務め
た。論文に、「日本のフィランソロピーの伝統と戦後日米関係」、「国際社会と
日本のシビル・ソサエティ」など。

鈴木 英敬 （すずき・えいけい）
内閣府 大臣政務官
平成10年に東京大学経済学部卒業、旧通商産業省（現経済産業省）入省。
平成23年の三重県知事選挙で初当選し、以降３選を重ねた。令和３年の衆
議院議員総選挙に立候補し当選。令和４年８月に内閣府大臣政務官に就任。

来 賓 Remarks by Honored Guest

講演者、報告者 Keynote Speaker & Panelists

※プログラム掲載順

登壇者プロフィール
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堀田 力 （ほった・つとむ）
公益財団法人さわやか福祉財団 会長・弁護士
京都大学法学部卒。高齢社会NGO連携協議会共同代表、民間法制・税制
調査会座長、日本プロサッカーリーグ裁定委員会委員長ほかを兼務。その
他、社会保障審議会委員、高齢者介護研究会座長、政府税制調査会委員、
東京都社会福祉協議会会長、社会保障改革に関する集中検討会議幹事
委員ほかを歴任。近著に『｢共助」のちから』『私たちが描く新地域支援事業
の姿～地域で助け合いを広める鍵と方策』(共著)など。

山岡 義典 （やまおか・よしのり）
公益財団法人助成財団センター 会長
東京大学大学院を修了して都市計画の実務についた後、1977年、（公財）ト
ヨタ財団プログラム・オフィサー着任、92年にフリーに。96年、（特活）日本
NPOセンター設立、常務理事・事務局長から代表理事を経て顧問に。01年、
法政大学教授、退任後、名誉教授に。02年、（特活）市民社会創造ファンド
設立、理事長に就任、現在に至る。14年、(公財)助成財団センター理事長
に就任、22年退任、会長に。共編著に『日本の財団』『NPO基礎講座〔新
版〕』『NPO実践講座〔新版〕』など。

片山 正夫 （かたやま・まさお）
公益財団法人セゾン文化財団 理事長
一橋大学法学部卒。（公財）公益法人協会理事、（公財）助成財団センター
理事、（公財）ジョイセフ理事、（公財）パブリックリソース財団理事、（一財）非
営利組織評価センター評議員、（学）国立学園監事等を兼務。アーツカウン
シル東京カウンシルボード議長。『セゾン文化財団の挑戦』（書籍工房早山・
2016）、『民間助成イノベーション』（共著、松籟社・2007）、『プログラム・オ
フィサー』（共著・学陽書房・2007）ほか。

清水 肇子 （しみず・けいこ）
公益財団法人さわやか福祉財団 理事長
学習院大学ドイツ文学科卒業。三菱銀行、シティバンクを経て、フリーのキャ
リアコンサルタントとして活動。並行して現さわやか福祉財団の創立時にボラ
ンティアで参画、2014年から現職。厚生労働省の地域包括ケアシステム、新
地域支援事業に関する委員、ボランティア休暇等普及広報検討委員、内閣
府政策コメンテーター他、自治体の介護保険事業（支援）計画・保健福祉施
策推進に関する委員等を務める。（公財）公益法人協会理事、国立研究開
発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター主監など。

講演者、報告者 Keynote Speaker & Panelists
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登壇者プロフィール

鈴木 幸夫 （すずき・ゆきお）
公益財団法人知床自然大学院大学設立財団 理事、在日外国人支援団体
カパティラン 理事
早稲田大学第一文学部卒業。新聞社の広告部門で20年間、自然保護・環
境関連の意見広告・啓発広告やシンポジウムを手がけ、財務・経営管理部
門に転じて関連財団法人の公益移行をサポート。2014年から芸術文化系財
団事務局長を５年間務めた。知床永久の森づくり委員会委員、日本聖公会
東京教区監事などを歴任。サラリーマンの傍らボランティア理事を続ける。

平井 俊邦 （ひらい・としくに）
公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団 理事長
慶應義塾大学経済学部卒、MIT Sloan School 修士修了。㈱三菱銀行（現・
三菱UFJ銀行）取締役（香港支店長、本店営業部長）、常勤監査役、千代田
化工建設㈱専務取締役、㈱インテック副社長、㈱インテックホールディング
ス取締役副社長・共同最高経営責任者を歴任。2007年日本フィル専務理事
就任、財団再建並びに公益移行に携わり2014年7月より理事長。一般財団
法人交詢社理事。（写真：©山口 敦）

雨宮 孝子 （あめみや・たかこ）
公益財団法人公益法人協会 理事長
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程修了。2004年～2008年明治学
院大学大学院法務職研究科教授（専門は民法（公益法人、NPO法人、
家族法）、信託法）、2007年内閣府公益認定等委員会非常勤委員、
2008年 同委員会常勤委員、2010年～2016年同委員会委員長代理を務
め、2017年から現職。共編著に、『NPOと新しい社会デザイン』『NPO
法コンメンタール』『NPO実践講座（新版）』など。

鈴木 勝治 （すずき・かつじ）
公益財団法人公益法人協会 副理事長
昭和１８年生まれ。東京大学法学部卒業。昭和４１年三井信託銀行㈱入行。
欧州三井信託銀行（ベルギー）社長、三井信託銀行㈱取締役国際企画部
長・検査部長、東急車輛製造㈱常勤監査役、中央三井信用保証㈱監査役
などを経て、平成１７年公益法人協会へ。平成29年現職。

講演者、報告者 Keynote Speaker & Panelists
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9F 喜山倶楽部

1F ロビーフロア

懇親会会場

会場案内
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会場案内

３F 一ツ橋ホール
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登壇者資料

溜箭 将之 （東京大学大学院法学政治学研究科 教授）

セッション１ Session 1

公益法人のガバナンスと成長戦略

溜箭将之

０．基本理念

・成長とガバナンス

＊溜箭将之「公益団体のガバナンスと成長――日米比較からの問題提起(上)(下)」

法律時報94巻2号92-96頁、3号83-87頁（2022年）

・自由度・ガバナンス・税制の三本柱

＊「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」

１．「成長」をどう考えるか

Karen Leeは、E大学の大学院生である。Vik RaoはE大学経営大学院でMBAを取得

した。Karenは研究調査の一環として、画期的かつ低コストの暖房器具を開発し、

これには世界各地の発展途上国での乳児死亡率を低減することが期待される。試

作品の設計は済み、試験運用でも好成績が得られた。

KarenとVikは協力して、新たな法主体を設立し、最初の製品を販売し、関係して

子どもの体温を維持する医療器具の臨床試験を始めたいと思っている。製品を販

売することに加え、現代的な医療インフラへのアクセスがないため、乳児と産婦

の志望率を減少させる必要性の高い地域で、家族や医療従事者の教育・訓練を進

めたいとも考えている。

KarenとVikのビジネス・モデルはまだ完成していないが、このビジネスにより社

会的ミッションを進めるとともに、3～5年以内に利益を上げたいと思っている。

ビジネスを立ち上げるための着手資金として100万ドルが必要だと考えられる。資

金を提供してくれると思われるのは、友人や家族、公益財団、社会的企業に関心

を持つ投資家である。

KarenとVikは、この新たなビジネス・モデルを進めるにあたって、営利企業とし

て行うべきか、非営利法人として行うべきか、また非営利法人を選ぶとして、州

法に基づき必要となる法人設立の段取りについて、大まかな法的助言を求めてい

る。

James J. Fishman et al., Nonprofit Organizations: Cases and Materials (6th ed. 2021) pp. 44-45



11

登壇者資料

・始まりはボランティアの集まり、専門性をもった人材に支えられた団体へ成長

・公益法人が、法人の目的と公益目的を増進するために、資源を活用できる基盤の整備

・多様なステークホルダーの期待に応える：

受益者、ボランティア、職員、寄付者(小口・大口・遺贈)、助成財団、補助金支出主

体(政府各省庁・地方自治体)、金融機関、契約相手方、メディア、政策担当者・・・

・公益目的と公益事業の多様性、法人運営の自律性の尊重、「成長」しない団体は軽装備

・公益法人だけ考えても限界あり――厳しければNPO法人や一般法人へ抜ける。

一般法人7万6823、特定非営利活動法人5万0586、公益法人9681（2022年）

２．ガバナンスと成長ビジョン

(1) ガバナンスのメカニズム

・理事会と社員総会／評議員会、監事、監査

・善管注意義務、利益相反禁止、忠実義務

・主務官庁の許可と監督、公益等認定委員会の認可と監督

・財務三基準：収支相償・公益目的事業比率・遊休財産額保有制度

・ガバナンス・コード

(2) 収支相償の問題点

・成長の可能性を阻む（収益の蓄積の可能性を奪う）

・無駄な支出（収支相償の要件を満たすための）を増やす

・収益減に対する対応力を奪う（収支が黒字の年は支出、赤字の年はマイナス）

・理事会による長期的な成長計画の幅を狭める（公益への支出か財政基盤の充実か）

・収入源の多様化を阻む（年ごとの変動の大きな寄付や公益事業に二の足）

・寄付や貸し付けの意欲を奪う（継続可能性への疑念）

・予算編成の官僚化（定期的な収入への依存、民間の感覚からの乖離）

・公益法人によるリスクテイク、イノベーション、多様化を阻む

・会計の意義を損なう（収支相償自体が目的となり、事業収益を含む収入がどこまで公

益に回されたが分からない）

・複雑で誤解を招く

・法の支配の形骸化、ガイドラインの支配へ

・手間：特定費用準備資金の積み立て・区分管理・取り崩し、会計・機関決定（理事会

・評議員会）
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(3) ガバナンス論

・間違ってはいけない(善管注意義務)、しゃべってはいけない(理事会と評議員会)、育

ってはいけない（収支相償）

・「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」

法令遵守を当然の前提として、自らに相応しい規範を定め、明らかにし、これを守る

こと――その形式面、実質面及び不祥事対応

・守りのガバナンスと攻めのガバナンス？

３．大きな方向性

(1) 収支相償の代替

・収支や資産管理の自律性：説明、開示・公開の重視へ

・善管注意義務、理事の選任、社員総会・評議員の権限行使

・収支相償等の財務三基準：ガバナンス・コードへ(順守か説明かcomply or explain)

・リザーブ・ポリシーと遊休資産の活用計画の開示、事後評価。

https://www.gov.uk/guidance/charity-financial-reserves

・要注意法人（非開示、ネガティブな事後評価）は立入・報酬開示――資産の流出・私

的流用は阻止

・会計監査――ステークホルダー（寄付者、助成元、契約先、貸し手）のチェック

・ステークホルダーはどんな情報が欲しいのか――事業内容、効果・効率、財務の安定性

・インターネットの活用：HP開示で法的義務（書類の備置き・閲覧・謄写）の軽減、立

入の簡素化・回数減などインセンティブ。

・IT技術や統計処理のしやすい開示・情報公開・コード化（メディアや調査研究、ラン

キング・格付け、クラウドファンド・サイト）

(2) 公益法人の規律のありかた

・公益法人法制の簡素化――公益法人の不祥事と行政庁の監督の恣意性が問題となった

時代から、公益法人の自律性が重視されるべき時代へ

・通常の公益法人はガバナンス・コード――完全な任意では実効性に限界。知恵を。

・信認義務違反は生ずる：理事の責任追及、公益法人の存否に関わらせるべきではない

・幅広いステークホルダーへ情報開示・活用：政府(補助金)、寄付者、貸し手、受益者

・オンライン化：認可申請、年次報告書、情報開示、ガバナンス・コード、データ処理、
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寄付を考える人・団体の情報収集、クラウド・ファンディング、格付け・ランキング、調

査研究

・税制優遇：「補助金」のイメージから「投資」のイメージへ――リターンが公益の増進

・税制：どこから寄付を集めるか、遺贈寄付、受益者連続型信託とのリンク

・ファンドレイジング規制、遺贈寄付の規律。

・公益法人だけ考えても限界あり。厳しければNPO法人や一般法人へ抜ける。公益等認

定委員会の規律が抜け、公益活動の透明性が低下。

・NPO法人との平仄（最大公約数の規律？）、一般法人の非営利性の徹底

・国際的な側面：ガバナンス・コード、テロリズムとNGO悪用（FATF勧告と国際NGO）

(3) 公益法人セクターの課題

・ガバナンス・コードの実効性：スポーツ団体、学校法人、公益法人協会の検証

・実効性とインパクト――政府との関係・世界的な趨勢

・収益・資産の有効活用、中長期的計画の開示のありかた

・開示のありかた――広いステークホルダー、必要な情報の洗い出し

・情報の利用・活用――情報技術（IT）の利用・活用

・資金の獲得源の多様化、ファンドレイジングの規律のありかた



14

登壇者資料

太田 達男 （公益財団法人公益法人協会 会長）

セッション２ Session 2
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堀田 力 （公益財団法人さわやか福祉財団 会長）
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山岡 義典 （公益財団法人助成財団センター会長）
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出典：公益財団法人助成財団セ ンター オピニオン誌VIEWS No.109 
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出典：公益財団法人助成財団セ ンター オピニオン誌VIEWS No.109 



28

登壇者資料

片山 正夫 （公益財団法人セゾン文化財団 理事長）

セッション３ Session 3

「個性的で質の高い民間公益活動が活発に行われる社会」をゴールとして

（公財）セゾン文化財団

片山正夫

組織の機能、成長段階に合わせた制度設計、啓発・支援政策を

⓵「参入障壁」の低い公益法人に

‣ 「制度のわかりにくさ」の改善（e.g. 収支相償）

‣ 事務の簡素化（e.g. 評議員制度）

‣ スタートアップ支援の拡充

⓶「成長できる」「安定した」公益法人に

‣ 財務規制の緩和

‣ 法人規模の拡大を後押し

‣ 税制優遇の「対価」は規制強化ではなく情報開示で

⓷「健全に持続できる」公益法人に

‣ 助成財団の設立促進（「情」の個人寄附、「理」の助成財団）

‣ 財産運用への取り組み強化

‣ 経営力スキルのブラッシュアップ支援

⓸「社会の変化」「技術の進展」に対応できる公益法人に

‣ 「選んでもらえる」制度へ

（e.g. プロジェクトベースの活動者、デジタルネイティブ）

‣ リスクテイク、「失敗」に対するポジティブな評価を
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清水 肇子 （公益財団法人さわやか福祉財団 理事長）
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鈴木 幸夫 （公益財団法人知床自然大学院大学設立財団 理事）
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平井 俊邦 （日本フィルハーモニー交響楽団 理事長）

不測の事態から見えた事

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

理事長 平井 俊邦

１．公益財団法人 誇りを持った活動

債務超過額ピーク3.5億円を抱え、10年間苦闘した日本フィル。2013年4月に公益

財団に移行しました。財務体質はまだまだ強くありませんが、大きな誇りを持って公益

活動に邁進しています。移行にあたっては、多くの人々の励ましとご支援、公益法人協

会の親身なご指導を頂きました。この場をお借りし、改めて感謝とお礼を申し上げます。

日本フィルは「音楽を通し文化の発信」「感動の共有」を目標に掲げ、四本の柱を立てて

活動しています。質の高い音楽を届ける「オーケストラ・コンサート」、次世代を担う子供

たちを育む「エデュケーション・プログラム」、地域の発展を支える「リージョナル・アクテ

ィビティ」。併せて東日本大震災復興支援の「被災地に音楽を」の活動を行っています。

被災地へ音楽を届け「心の復興」を支援する活動は現在迄316回に及び、この7月、後藤

新平賞の栄誉を頂きました。「温かさ・人に寄り添う」を楽団のカラーとし「芸術性と社

会性」を兼ね添えたトップオーケストラを目指しています。

２．オーケストラが被った「コロナ禍」

“楽団存続の危機”に瀕して“

2020年2月以降、政府の公演自粛要請を受け、4か月間全ての活動を停止、年間を

通して見ると70公演が中止に。大きな助成先がなく、公演による演奏収入を主財源と

している日本フィルは、とりわけ甚大な打撃を受けました。通常年と比べ3.5億円の損

失が上乗せされたのです。正味財産が5千万円と少ない財政基盤の財団にとって正に

悪夢でした。その上、次年度以降の先が全く見通せず、「純資産3百万円を2年連続下回

ると財団解散」という規定がくっきりと浮かび上がり、恐怖心すら覚えました。不測の事

態に堪え得る正味財産の蓄積がない事は、“潰れる”を意味していたのです。事業の持続

的遂行のために正味財産を積上げる事の重要性を今更ながら痛感しました。

自力回復が難しい状況の中で、どのように経営し、事態を改善するか本当に悩みまし

た。公益性のある事業の長期的持続と演奏家の雇用継続は使命であると覚悟を持って

楽団を経営する決意を致しました。経営的には短期決断と長期対策が必要です。最大リ
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スク額の推定と、同額のキャッシュフロー（4億円）の確保を直ちに実施しなければなり

ません。 トップダウンの意思決定、朝令暮改が必要でした。 併せて長期対策としては

構造的な赤字の縮小策、傷んだバランスシートの回復計画策定等に取り組まなければ

なりません。この様な大きな不測の事態からの回復には、長期的な経営視点と制度が

必須です。

財政面だけでなく、芸術面でも、コミュニケーション面でも、大きな毀損を受けまし

た。特にコミュニケーション面では、人と人との接触や地域間移動の制限が長期に渡っ

たため、日本フィルの特徴である「温かさ・人に寄り添う」活動が十分にできていませ

ん。3つの毀損の短期的回復は難しく、長いスパンで対策を立て、実行していく事が必

要であると思っています。これだけ大きな不測の事態に対する方策に長期的視点が欠

かせない事は自明です。経営上の弱点と併せ制度上の問題点もはっきりと浮き上がっ

たように思います。

３．長期視点の経営と制度が必要に

日本フィルの事例で見たように 「収支相償の原則・余裕のない内部留保・純資産規

制」が現実にフィットしていたかと問われれば、否としか答えられません。現実と乖離し

ているように思えてならないのです。グローバルな展開・DXの推進・活動基盤の強化

が文化庁の予算の柱にあります。事業収益基盤の強化を含め、中長期的視点に立って

実施しなければならないものが目白押しです。制度面でも大きな転換点が来ているの

ではないでしょうか。

長期的視点に沿った制度の一つに「資本性劣後ローン」があります。不測の事態で巨

額の赤字、債務超過に陥った企業の再生に活躍する優れものです。長期一括返済に加

え、ローンを資本とみなす制度で、中小企業のみならず大企業の再生にも大いに役立

っています。公益法人としては初めて日本フィルに適用されたのですが、企業と異な

り正味財産（資本金）とは見なされず、まだ負債扱いです。一般会社と同等となるよう

改正を望んでいます。

近未来に予想される直下型を含めた大地震、また新しいパンデミック等も視野に入

れ、今は現行制度をしっかりと見直し、長期的視点に立って公益事業の安定的持続の

可能性を追求する時にあるのではないでしょうか。
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